
【雇用環境・均等局職業生活両立課関係】





１．男性の育児休業取得促進等を含む仕事と育児の両立

ができる職場環境整備について

○ 厚生労働省においては、仕事と育児の両立支援制度を利用しや

すい職場環境の整備についての取組の促進を図っている。

○ 現在、男性の育児休業取得率は、7.48％にとどまっており男

性の育児休業取得促進等のため、労働政策審議会での議論を踏ま

え、

① 子の出生後８週間以内に４週間まで取得することができる

柔軟な育児休業の枠組みを創設すること

② 本人または配偶者の妊娠・出産の申出をした労働者に対し

て事業主から個別の制度周知及び休業の取得意向の確認のた

めの措置等を事業主に義務付けること

③ 常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児

休業の取得の状況について公表を義務付けること

等を内容とする法案を、今通常国会に提出したところ（資料１参

照）。

法案が成立した場合、厚生労働省では改正法等の周知等を行う

予定だが、今般の改正内容は、新しい育児休業の枠組みなどの新

制度を含むため、一般の国民の方と接する機会の多い各自治体、

特に育児期の方と接する機会が多い部局におかれては、改正内容

も含めた育児・介護休業法の周知にご協力をお願いする。また、

育児休業期間中に男性も円滑に育児することができるよう、両親

学級などの取組はますます重要になると考えられるため、なるべ

く多くの方に参加してもらえるよう、実施や周知に引き続きご尽

力をお願いしたい。

○ 現行制度の周知については、資料２にあるとおり、育児を積極

的に行う男性を応援するイクメンプロジェクトの一環で、イクメ

ンになるメリットや育児休業制度、育休中の育児休業給付金の仕

組みなどをコンパクトにまとめた「イクメンのススメ」という母

子健康手帳サイズのリーフレットを作成し、都道府県や市町村の

母子保健担当課等に送付しており、今年度も３月に送付を予定し

ている。母子健康手帳の交付時に配布する、窓口に置く、両親学

級・父親学級等で配布するなど、実際にこれから育児を行う家庭

に行き届くようご協力をお願いしたい。

また、夫婦で協力して育児を行うためには、出産前から夫婦の
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家事・育児の役割分担を話し合う等の事前準備も大切であるた

め、父親学級等の機会に、育児休業制度と併せて事前準備の必要

性も伝えていただくようお願いする。イクメンプロジェクト公式

サイトでは、夫婦の役割分担例や育休体験談等を掲載したパンフ

レットや各地の父子手帳を紹介しているため、御活用いただきた

い。

○ 次世代育成支援対策推進法においては、「子育てサポート企業」

として「くるみん認定」や「プラチナくるみん認定」を行ってい

る（資料３参照）。各自治体におかれては、公共調達における入

札参加資格の加算措置などを通じて、認定の取組促進をお願いし

ているところ。

また、「くるみん」及び「プラチナくるみん」については、認

定基準における男性育休取得率の引き上げと、それに伴う３つ目

の新たなくるみんの創設等について、来年度にかけて検討する予

定であるため、来年度は制度改正の周知についても併せてお願い

したい。
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育
児

休
業

、
介

護
休

業
等
育
児

又
は

家
族
介
護
を
行
う
労
働

者
の
福
祉

に
関

す
る
法
律

及
び
雇
用

保
険
法

の
一

部
を
改
正
す
る
法

律
案
の
概

要

出
産

・
育

児
等

に
よ
る
労

働
者

の
離

職
を
防

ぎ
、
希

望
に
応

じ
て
男

女
と
も
に
仕

事
と
育

児
等

を
両

立
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
子

の
出

生
直
後

の
時

期
に
お
け
る
柔

軟
な
育

児
休

業
の

枠
組

み
の

創
設

、
育

児
休

業
を
取

得
し
や

す
い
雇

用
環

境
整

備
及

び
労

働
者

に
対

す
る
個

別
の

周
知

・
意

向
確

認
の

措
置

の
義

務
付

け
、
育

児
休

業
給

付
に
関

す
る
所

要
の

規
定

の
整

備
等

の
措

置
を
講

ず
る
。

改
正

の
趣

旨

・
２
及

び
５
：
令

和
４
年

４
月

１
日

・
１
、
３
及

び
６
：
公

布
日

か
ら
１
年

６
月

を
超

え
な
い
範

囲
内

で
政

令
で
定

め
る
日

（
た
だ
し
、
６
②

に
つ
い
て
は

公
布

日
か

ら
３
月

を
超

え
な
い
範

囲
内

で
政

令
で
定

め
る
日

）
・
４
：
令

和
５
年

４
月

１
日

等

施
行

期
日

改
正

の
概

要

１
男

性
の

育
児

休
業

取
得

促
進

の
た
め
の

子
の

出
生

直
後

の
時

期
に
お
け
る
柔

軟
な
育

児
休

業
の

枠
組

み
の

創
設

【
育

児
・
介

護
休

業
法

】
子

の
出

生
後

８
週

間
以

内
に
４
週

間
ま
で
取

得
す
る
こ
と
が

で
き
る
柔

軟
な
育

児
休

業
の

枠
組

み
を
創

設
す
る
。

①
休

業
の

申
出

期
限

に
つ
い
て
は

、
原

則
休

業
の

２
週

間
前

ま
で
と
す
る
。

※
現

行
の

育
児

休
業

（
１
か

月
前

）
よ
り
も
短

縮
②

分
割

し
て
取

得
で
き
る
回

数
は

、
２
回

と
す
る
。

③
労

使
協

定
を
締

結
し
て
い
る
場

合
に
、
労

働
者

と
事

業
主

の
個

別
合

意
に
よ
り
、
事

前
に
調

整
し
た
上

で
休

業
中

に
就

業
す
る
こ
と
を
可

能
と
す
る
。

２
育

児
休

業
を
取

得
し
や

す
い
雇

用
環

境
整

備
及

び
妊

娠
・
出

産
の

申
出

を
し
た
労

働
者

に
対

す
る
個

別
の

周
知

・
意

向
確

認
の

措
置

の
義

務
付

け
①

育
児

休
業

の
申

出
・
取

得
を
円

滑
に
す
る
た
め
の

雇
用

環
境
の

整
備

に
関

す
る
措
置

②
妊

娠
・
出

産
（
本

人
又

は
配

偶
者

）の
申

出
を
し
た
労

働
者

に
対

し
て
事

業
主

か
ら
個

別
の

制
度
周

知
及

び
休
業

の
取

得
意

向
の

確
認

の
た
め
の

措
置

を
講

ず
る
こ
と
を
事

業
主

に
義

務
付

け
る
。

３
育

児
休

業
の

分
割

取
得

育
児

休
業

（
１
の

休
業

を
除

く
。
）
に
つ
い
て
、
分

割
し
て
２
回

ま
で
取

得
す
る
こ
と
を
可

能
と
す
る
。

４
育

児
休

業
の

取
得

の
状

況
の

公
表

の
義

務
付

け
常

時
雇
用
す
る
労

働
者

数
が

1
,0
0
0人

超
の

事
業

主
に
対
し
、
育

児
休

業
の

取
得

の
状

況
に
つ
い
て
公

表
を
義

務
付

け
る
。

５
有

期
雇

用
労

働
者

の
育

児
・
介

護
休

業
取

得
要

件
の

緩
和

有
期

雇
用

労
働

者
の

育
児

休
業

及
び
介

護
休

業
の

取
得

要
件

の
う
ち
「
事

業
主
に
引

き
続

き
雇

用
さ
れ

た
期

間
が

１
年

以
上

で
あ
る
者

」
で
あ
る
こ
と
と
い
う
要

件
を
廃

止
す
る
。
た
だ
し
、
労

使
協

定
を
締

結
し
た
場

合
に
は

、
無

期
雇

用
労

働
者

と
同

様
に
、
事

業
主

に
引

き
続

き
雇

用
さ
れ

た
期

間
が

１
年

未
満

で
あ
る
労
働

者
を
対

象
か
ら
除

外
す
る
こ
と
を
可

能
と
す
る
。

６
育

児
休

業
給

付
に
関

す
る
所

要
の

規
定

の
整

備
【
雇

用
保

険
法

】
①

１
及

び
３
の

改
正

を
踏

ま
え
、
育

児
休

業
給

付
に
つ
い
て
も
所

要
の

規
定

を
整

備
す
る
。

②
出

産
日

の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
よ
っ
て
受

給
要

件
を
満

た
さ
な
く
な
る
ケ
ー
ス
を
解

消
す
る
た
め
、
被

保
険

者
期

間
の
計

算
の

起
算

点
に
関

す
る
特

例
を
設
け
る
。
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男
性

の
育

児
休

業
取

得
促

進
事

業
（
イ

ク
メ

ン
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
）

ミ
ニ

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

に
つ

い
て

＜
目

的
＞

○
配

偶
者

が
出

産
を

控
え

た
男

性
労

働
者

に
対

し
、

育
児

休
業

の
目

的
や

育
児

休
業

取
得

者
の

体
験

談
等

の
情

報
を

周
知

す
る

事
に

よ
り

、
男

性
の

育
児

休
業

取
得

の
促

進
を

図
る

。

＜
配

布
時

期
＞

○
厚

生
労

働
省

よ
り

、
全

国
の

都
道

府
県

・
市

町
村

へ
令

和
３

年
３

月
に

配
布

予
定

。

＜
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
の

配
布

方
法

＞
○

各
自

治
体

で
の

母
子

手
帳

交
付

時
に

併
せ

て
配

布
や

両
親

学
級

開
催

時
な

ど
の

際
に

直
接

参
加

者
へ

配
布

を
想

定
。

＜
そ

の
他

＞
○

配
布

し
た

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

が
不

足
し

た
場

合
は

、
イ

ク
メ

ン
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
公

式
サ

イ
ト

に
て

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

の
P

D
F
デ

ー
タ

を
掲

載
予

定
の

た
め

、
適

宜
ダ

ウ
ン

ロ
ー

ド
し

て
ご

活
用

下
さ

い
。

（
公

式
サ

イ
ト

U
R

L
；
h
tt

p
s:

/
/
ik

u
m

e
n
-
p
ro

je
c
t.
m

h
lw

.g
o
.jp

/
lib

ra
ry

/
d
o
w

n
lo

ad
/
）

ミ
ニ

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

イ
メ

ー
ジ

；
（
A

６
判

二
つ

折
り

）
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く
る
み
ん
・
プ
ラ
チ
ナ
く
る
み
ん
（
共
通
）

♦
女
性
の
育
児
休
業
取
得
率

7
5
％
以
上

労
働
時
間
数

フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
の
月
平
均
時
間
外
・
休
日
労
働

4
5
時
間
未
満

全
労
働
者
の
月
平
均
時
間
外
労
働

6
0
時
間
未
満

認
定
の
概
要

主
な
認
定
基
準

認
定
実
績
（
令
和
２
年
1
2
月
末
時
点
）

認
定
企
業
へ
の
優
遇
措
置

①
企
業
が
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
（
以
下
「
次
世
代
法
」
）
に
基
づ
い
た
一
般
事
業
主
行
動
計
画
の
策
定
・
届
出

を
行
い
、
そ
の
行
動
計
画
に
定
め
た
目
標
を
達
成
す
る
な
ど
の
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
場
合
、
「
子
育
て
サ
ポ
ー
ト
企

業
」
と
し
て
認
定
（
く
る
み
ん
認
定
）

②
く
る
み
ん
認
定
企
業
の
う
ち
、
よ
り
高
い
水
準
の
要
件
を
満
た
し
た
企
業
に
対
し
て
は
、
よ
り
優
良
な
「
子
育
て
サ

ポ
ー
ト
企
業
」
と
し
て
認
定
（
プ
ラ
チ
ナ
く
る
み
ん
認
定
）

③
認
定
基
準
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
り
、
次
世
代
法
に
違
反
し
た
り
し
た
等
の
場
合
に
、
認
定
取
消
し
の
対
象
と
な
る
。

商
品
や
広
告
等
へ
の
マ
ー
ク
使
用

公
共
調
達
の
加
点
評
価

日
本
政
策
金
融
公
庫
に
よ
る
低
利
融
資

両
立
支
援
等
助
成
金
に
お
け
る
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ

プ
ラ
チ
ナ
く
る
み
ん

く
る
み
ん
認
定
企
業

3
,4
9
6
社

う
ち
,プ
ラ
チ
ナ
く
る
み
ん
認
定
企
業

4
1
6
社

【
目
標
：
令
和
２
年
ま
で
に
く
る
み
ん
企
業
3
,0
0
0
社
】

・
第
４
次
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画

（
平
成
2
7
年
1
2
月
2
7
日
閣
議
決
定
）

・
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
総
合
戦
略
2
0
1
8
改
訂
版
K
P
I

（
平
成
3
0
年
1
2
月
2
1
日
閣
議
決
定
）

【
目
標
：
令
和
７
年
ま
で
に
く
る
み
ん
企
業
４
,３
0
0
社
】

・
少
子
化
社
会
対
策
大
綱
（
令
和
２
年
５
月
2
9
日
閣
議
決
定
）

く
る
み
ん
認
定
・
プ
ラ
チ
ナ
く
る
み
ん
認
定
に
つ
い
て

男
性
の
育
児
休
業
等
取
得
率

育
児
休
業

7
％
以
上

又
は

育
児
休
業
＋
育
児
目
的
休
暇

1
5
％
以
上

男
性
の
育
児
休
業
等
取
得
率

育
児
休
業

1
3
％
以
上

又
は

育
児
休
業
＋
育
児
目
的
休
暇

3
0
％
以
上

く
る
み
ん

○
民
間
企
業
の
男
性
の
育
児
休
業
取
得
率
は
7
.4
8
％
（
令
和
元
年
度
）
。

○
男
性
の
育
児
休
業
取
得
率
の
政
府
目
標
が
3
0
％
（
令
和
７
年
度
）
（
少
子
化
大
綱
（
令
和
２
年
５
月
閣
議
決
定
）
）
。

実
績
と
政
府
目
標
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